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１．仕様書の適用 
本業務の実施にあたっては、本仕様書・契約書に基づき実施しなければな

らない。 

 

 

２．履行期間 
  契約締結の翌日 から 令和 ７年 ２月２８日まで 
 

 

３．業務場所 
  おいらせ町 一川目 地内 

 

 

４．業務概要 

本業務は、百石海岸に漂着した流木のうち、大型のもの〔長さ>50㎝、太
さ>15cmの規格を超えるもの〕を細断・粉砕し、焼却炉で燃焼処分できるサ
イズにする作業を行うものである 

。（集積場所１箇所：南側） 
また、昨年粉砕した流木のチップを焼却施設に運搬するものである。 

（集積場所１箇所：北側） 

 業  務  内  容 数量 

１ 自走式木材破砕機 １日 

２ バックホウ運転（掴み装置） ３日 

３ 重機運搬（片道） ４回 

４ コンテナ脱着式運搬車4t ２台 １日 

５ 仮設道路設置 １式 

 

 

５．作業体制 

  ① 受注者は、現場担当者を選任し業務工程表を作成したうえで、監督員

等と協議を行い、業務を実施するものとし、現場担当者に変更があった場

合は、監督員に報告を行うこととする。 

  ② 現場担当者は、常に監督員と連絡をとれるよう体制を整えることとす

る。 

  ③ 不可抗力等により業務の遂行が困難になった場合は、監督員に確認・

協議のうえ業務を進めることとする。 

 

 

６．機密の保持 

   受注者は、業務上知り得た機密及び情報については、ほかに漏らしてはなら

ない。 

また、本記載事項については、委託業務終了後も適用する。 

 

 

７．法令の遵守 

  受注者は業務の実施にあたり、関係法令等を遵守しなければならない。 

 
 



 

８．業務の注意事項 

  ① 本業務の実施にあたっては、海岸利用者等の安全に十分注意し、効率

的かつ迅速に作業を行うものとし、事故が発生した場合は、事故報告書を

監督員に提出するものとする。 

② 業務により、施設の損傷等が発生した場合は、監督員に報告すると共に
受託者の負担で現状に復旧するものとする。 

 

 

９．提出書類 

№ 書      類 部数 備     考 

１ 業務着手届け １ 業務着手後速やかに 

２ 現場担当者通知書 １ 業務着手後速やかに 

３ 現場担当者経歴書 １ 業務着手後速やかに 

４ 業務工程表 １ 契約締結後１４日以内 

５ 業務写真帳 １ 業務完了の日から５日以内 

６ 業務完了届 １ 業務完了の日から５日以内 

７ 引渡書 １ 検査完了後速やかに 

８ 請求書 １ 検査完了後速やかに 

９ 
打合簿、その他、監督員が

必要と認める書類 

  

 

 

10．契約代金支払い 

本業務の契約代金は業務完了後の支払いとする。 

 

 

11．その他 

 本仕様書で定めのない事項について疑義がある場合は協議し定めるもの
とする。 

 
 


